
千葉市日本語指導通級教室実施要領 

                           

１ 開設の目的 

   千葉市立の中学校に在籍している日本語指導の必要な生徒に対して、日本語で授業に無理なく 

参加できる力を育成するために設置する。 

 

２ 入級できる生徒 

（１）千葉市立中学校に在籍する生徒。 

（２）教育委員会が、学習言語としての日本語指導を必要と認めた生徒。 

（３）通級を希望し、保護者の同意を得た生徒。 

（４）日本語指導通級教室に通学するに当たり、徒歩による通学距離が概ね片道４キロメートル以内 

の者又は、交通機関の利用による通学時間が１時間以内の者であって、自力通学ができる生徒。 

 

３ 通学の手段 

 日本語指導通級教室への通学は徒歩または公共交通機関であることを原則とするが、学校長は自転車

を使用した通学が特に必要と認めた生徒に関して、別紙１「日本語指導通級教室への自転車通級許可基

準」を参考にして、自転車通級を許可することができる。 

 

４ 指導場所、指導日時 

（１）千葉市日本語指導通級教室（真砂通級教室）は、千葉市美浜区真砂５丁目１８番１号に置く。 

（２）千葉市日本語指導通級教室（千城台東通級教室）は、千葉市若葉区千城台東１丁目１５番１号 

  に置く。 

（３）千葉市日本語指導通級教室（真砂通級教室サテライト教室）は、千葉市花見川区花園４丁目１番

１号に置く。 

（４）開室時間は午後２時から午後６時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合には、 

開室日時を変更することができる。 

（５）真砂通級教室サテライト教室については、週１～２日の開室とする。 

 

５ 指導及び活動内容 

（１）当該生徒の学習言語の習熟度に応じた日本語学習プログラムにより個別指導または、グループ 

指導を行う。 

（２）国語、社会、算数・数学、理科、英語等、語彙指導、日本語力チェック、文型学習、音読練習、 

漢字練習、基本の日本語表現練習、理科・社会などの漢字語彙を中心とした教科理解、教科書読 

解練習、定期試験の復習、夏休みの宿題チェック、入試作文のチェック、コンピュータの操作方 

法等、教科学習への援助を行う。 

 

６ 日本語指導通級教室の１週間の流れ（真砂教室の例） 

  月 火 水 木 金 

時限 時程 A B C A B C A B C A B C A B C 
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※A,B,Cは日本語指導講師を表す。 

※上記の１週間の流れは、３０人を対象とした例である。 

 

７ 入級申請の手続き 

   学校長は、日本語指導を必要とする生徒の在籍を確認し、希望する保護者からの相談に応じ、 

指導の必要性などを判断し、教育委員会教育指導課に入級申請を行う。 

 

     入級を希望する保護者は、学校長に相談           

 

 

     学校長は、教育委員会教育指導課へ電話連絡（２４５－５９８６）し、教育指導課は 

「日本語指導通級教室入級申請書」を学校長に送付し、学校長は保護者に配布 

 

 

保護者は、「日本語指導通級教室入級申請書」に必要事項を記入し、学校長に提出 

 

 

学校長は、「日本語指導通級教室入級申請書」を教育指導課に送付 

 

 

教育指導課は、申請書を確認し日本語通級指導教室に連絡 

 

 

日本語通級指導教室は、学校長へ連絡し、入級のための面接の日程を調整 

 

 

入級のための四者面接を実施（保護者、生徒、学校、日本語指導講師） 

 

 

教育指導課は、「日本語指導通級教室入級決定通知書」、「日本語指導通級教室入級 

許可証」を学校長へ送付 

 

 

学校長は「日本語指導通級教室入級許可証」を保護者へ交付 

 

※「入級許可証」が保護者の手元に届くのに日数を要するため、入級決定の前に必要に応じて 

教科指導を開始することができる。 

 

８ 指導の終了 

   教育委員会は、通級生徒の指導計画が終了した時点で、日本語指導講師から生徒の状況を把握 

し、指導の終了を決定する。 

 

９ その他 

   日本語指導通級教室の通級及び活動中における生徒の災害は、独立行政法人日本ス  

ポーツ振興センターによる災害給付制度を適用する。  

 

１０ 施行 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

１１ 附則 



  この要領は、平成２６年９月１日から施行する。 

   附則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

 


